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明石市保健関係手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 （明石市保健関係手数料徴収条例の一部改正） 

第１条 明石市保健関係手数料徴収条例（平成２９年条例第６４号）の一部を次のように改

正する。 

改   正 現   行 

（手数料を徴収する事務及び金額） （手数料を徴収する事務及び金額） 

第２条 市長は、次の各号に掲げる事務につき、

当該各号に掲げる名称の手数料を徴収する。

この場合において、当該手数料の金額は、特

別の計算単位のあるものについてはその計算

単位につき、その他のものについては１件に

つきそれぞれ当該各号に定める額とする。 

第２条 市長は、次の各号に掲げる事務につき、

当該各号に掲げる名称の手数料を徴収する。

この場合において、当該手数料の金額は、特

別の計算単位のあるものについてはその計算

単位につき、その他のものについては１件に

つきそれぞれ当該各号に定める額とする。 

(１)～(21) （略）  (１)～(21) （略） 

(22) 医薬品医療機器等法第14条第13項の規

定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売

の承認事項の一部変更の承認の申請に対す

る審査 薬局製造販売医薬品製造販売承認

事項一部変更承認申請手数料 一品目につ

き 90円 

(22) 医薬品医療機器等法第14条第15項の規

定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売

の承認事項の一部変更の承認の申請に対す

る審査 薬局製造販売医薬品製造販売承認

事項一部変更承認申請手数料 一品目につ

き 90円 

(23)～(63) （略） (23)～(63) （略） 

(64) 動物の愛護及び管理に関する法律第26

条第１項の規定に基づく特定動物の飼養又

は保管の許可の申請に対する審査 特定動

物飼養又は保管許可申請手数料 10,000円 

(64) 動物の愛護及び管理に関する法律第26

条第１項本文の規定に基づく特定動物の飼

養又は保管の許可の申請に対する審査 特

定動物飼養又は保管許可申請手数料 10,0

00円 

(65)～(71) （略） (65)～(71) （略） 

  

以 下 略 以 下 略 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 
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第２条 明石市保健関係手数料徴収条例の一部を次のように改正する。 

改   正 現   行 

（手数料を徴収する事務及び金額） （手数料を徴収する事務及び金額） 

第２条 市長は、次の各号に掲げる事務につき、

当該各号に掲げる名称の手数料を徴収する。

この場合において、当該手数料の金額は、特

別の計算単位のあるものについてはその計算

単位につき、その他のものについては１件に

つきそれぞれ当該各号に定める額とする。 

第２条 市長は、次の各号に掲げる事務につき、

当該各号に掲げる名称の手数料を徴収する。

この場合において、当該手数料の金額は、特

別の計算単位のあるものについてはその計算

単位につき、その他のものについては１件に

つきそれぞれ当該各号に定める額とする。 

(１)～(21) （略）  (１)～(21) （略） 

(22) 医薬品医療機器等法第14条第14項の規

定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売

の承認事項の一部変更の承認の申請に対す

る審査 薬局製造販売医薬品製造販売承認

事項一部変更承認申請手数料 一品目につ

き 90円 

(22) 医薬品医療機器等法第14条第13項の規

定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売

の承認事項の一部変更の承認の申請に対す

る審査 薬局製造販売医薬品製造販売承認

事項一部変更承認申請手数料 一品目につ

き 90円 

(23)～(71) （略） (23)～(71) （略） 

  

以 下 略 以 下 略 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

(１) 第１条中第２条第２２号の改正 令和８年５月１日 

(２) 第２条の規定 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律等の一部を改正する法律（令和７年法律第３７号）附則第１条第３号に掲げる規定の

施行の日 

 

 

 

 （提案理由） 

 本案は、引用法令の一部改正に伴う規定の整備を図るため、条例の一部を改正しようとす

るものである。 
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